
〔別紙３〕－１

「さくら苑」料 金 表
【通所リハビリテーション（一割負担者の日額(介護保険区分により、負担割合が異なる場合もあります)）】

Ｒ ４．１０．１

1H以上2H未満 2H以上3H未満 3H以上4H未満 4H以上5H未満 5H以上6H未満 6H以上7H未満

要介護 １ 361円 375円 477円 540円 599円 694円

〃 ２ 392円 431円 554円 626円 709円 824円

〃 ３ 421円 488円 630円 711円 819円 953円

〃 ４ 450円 544円 727円 821円 950円 1,102円

〃 ５ 481円 601円 824円 932円 1,077円 1,252円
負

送迎不要者減算 -47円/片道 ◇事業所で送迎を行わなかった場合の減算

入浴介助加算負担金 (Ⅰ) 40円 ◇入浴介助をした場合の加算
(Ⅱ) 60円 ◇居宅での入浴環境を確認し､助言･計画作成の上ｻｰﾋﾞｽ

利用時に入浴介助をした場合の加算
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ (A)ｲ 560円/月 ◇医師の指示で療法士がﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ管理･説明を行った

加算負担金 240円/月 場合の加算負担金（6ヶ月超からは240円）
(A)ﾛ 593円/月 ◇上記内容を実施した上で国に情報提供を行った場合の

273円/月 加算負担金（6ヶ月超からは273円）
(B)ｲ 830円/月 ◇医師の指示で療法士がﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ管理し、医師が説明

510円/月 を行った場合の加算負担金（6ヶ月超からは510円）
(B)ﾛ 863円/月 ◇上記内容を実施した上で国に情報提供を行った場合の

543円/月 加算負担金（6ヶ月超からは543円）
担

短期集中個別ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 110円 ◇原因治療病院等退院後３ヶ月間集中的にﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝを
実施加算負担金 行った場合の加算負担金

認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ (Ⅰ) 240円 ◇原因治療病院等退院後３ｹ月以内の期間に集中的にﾘﾊ
実施加算負担金 ﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝを行った場合の加算負担金

(Ⅱ)1,920円/月 ◇月４回以上認知症短期集中ﾘﾊを実施した場合

生活行為向上ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 1,250円/月 ◇生活行為向上を目標としてﾘﾊﾋﾞﾘ支援を実施した場合
実施加算負担金 (6ヶ月以内)

金 重度療養管理加算負担金 100円 ◇要介護3以上で､既定の状態の方に対して医学的管理と
処置を行った場合の加算負担金

中重度ｹｱ体制加算負担金 20円 ◇中重度者に対して、規定のｹｱ体制が整っている事業所
が算定できる加算負担金

栄養ｱｾｽﾒﾝﾄ加算負担金 50円/月 ◇栄養ｱｾｽﾒﾝﾄを実施し、その情報を国に提供した場合の
加算負担金

栄養改善加算負担金 200円 ◇管理栄養士による栄養ｹｱ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄによる負担金
(月２回を限度)

口腔･栄養ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ加算 (Ⅰ)20円 ◇栄養状態に関する情報を、担当ｹｱﾏﾈに報告した場合の
負担金 (Ⅱ) 5円 負担金(6ヶ月に1回を限度､他加算と併用時は5円)

口腔機能向上加算負担金 (Ⅰ)150円 ◇口腔機能の向上を目的として個別的に指導等を行った
場合の加算負担金(月２回を限度)

(Ⅱ)160円 ◇(Ⅰ)を実施し、その情報を国に提供した場合の加算負
担金

若年性認知症利用者 60円 ◇若年性認知症の方に対して､通所ﾘﾊを行った場合の加
受入加算負担金 算負担金

科学的介護推進体制 40円/月 ◇利用者の情報を国に提出した場合の加算負担金
加算負担金

ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算 18円 ◇職員の配置割合による加算負担金
負担金

介護職員処遇改善加算負担金 保険一部負担金 ◇介護職員の労働条件改善のための加算負担金
合計の4.7％

介護職員等特定処遇改善加算 保険一部負担金 ◇介護職員等の賃金改善のための加算負担金
負担金 合計の2.0％

介護職員等ベースアップ等 保険一部負担金 ◇介護職員等の賃金改善のための加算負担金
支援加算負担金 合計の1.0％

食 事 負 担 金 650円(夕食530円) ◇食事負担金

間 食 代 130円 ◇希望により果物､菓子､飲物等を食事以外に提供する
利 費用

教 養 娯 楽 費 70円 ◇レク活動費・喫茶に伴う費用等

用 消 耗 品 費 130円 ◇シャンプー・ボディーソープ・バスタオル等

理 美 容 代 実 費 ◇希望により当苑内の理容室利用の費用
料

お む つ 代 実 費 ◇必要に応じて使用されたオムツの費用

通 所 時 間 外 料 金 500円/30分 ◇ｹｱﾌﾟﾗﾝの実施時間を超えてお預かりする費用

※一部地域の方は、上記基本料金に５％加算されます。


